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令和５年度 第５回三重県最低賃金専門部会議事録 

 

１ 開催日時 令和５年８月７日（月） ９時 00分～10時 35分  

 

２ 開催場所 津市島崎町 327－２  津第二地方合同庁舎  地下共用会議室 

 

３ 出席委員 

  公益代表   西川 昇吾  三好 正人  安井 広伸 

  労働者代表  伊藤 由幸  葛山真由美  前田 良彦 

  使用者代表  栗須百合香  中村 和仁  別所 浩己 

   

４ 議題 

（１）金額検討について 

  

 

５ 開  会 

（指導官）  

只今から令和５年度第５回三重県最低賃金専門部会を開会させていただきます。 

先ず、委員の出席状況については、本日は、全員出席いただいております。 

最低賃金審議会令第６条第６項の定足数を満たしておりますことをご報告させて

いただきます。 

これより議事に入りますが、議事進行につきまして部会長よろしくお願いいたし

ます。 

 

６ 議 事 

(１) 金額検討について 

（部会長）  

令和５年度第５回になりました三重県最低賃金専門部会を開会いたします。 

これから、休会とさせていただきまして、労・使に分かれていただいて、個別に検

討していただくことになりますが、その前に、この全体会議の場で、何かご発言があ

ればお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

よろしいですね。 

はい、ありがとうございました。 

それでは、休会といたします。 

これから、労・使に分かれていただいて、個別に検討していただきます。 

専門部会としては、本日、延長戦となっております。 

労使にご協力いただいて、よりよい結論を出せればというように考えておりますの
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で、よろしくお願いいたします。 

（指導官）   

それでは、これより傍聴人に退出していただきます。 
 

― 傍聴人退出 ― 

       

― 労使個別協議会場へ ― 

 

          

― 全体会議場へ集合 ― 

     
― 傍聴人入場 ― 

 

（部会長）  

お集まりいただきましたので、全体会議に戻らせていただき、再開いたします。 

長時間にわたりご検討いただきまして、本当にありがとうございました。 

労側、使側それぞれのご意見をお聞きして参りましたが、合意点を見出

すことはできませんでした。 

また、これ以上審議を重ねさせていただいても、労使双方の歩みよりは

期待できないと判断されますので、公益委員としては、公益案を示させて

いただき、採決を採らせていただきたいと思います。  

公益案は、現行の三重県最低賃金を 40円引上げ、973円とさせていただきます。 

「採決に至る理由としては、色々ございますけれども、中央最低賃金審

議会から示された目安の答申内容を十分参酌し、調査審議に特段の配慮を

した上で、総合的に公益として判断させていただきました。  

この公益案で採決を取らせていただきたいと存じます。 

 

この案に賛成の方は挙手をお願いします。  

・賛成 労側３名 使側１名 公益２名 

この案に反対の方は挙手をお願いします。  

・反対 労側０名 使側２名 

 

賛成多数により、この公益案を本専門部会における結審としてお認めい

ただきたいと存じますので、事務局の方で本審への報告書 (案)の作成をお

願いします。 

 

  ― 事務局報告書(案)作成 ― 
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（部会長）  

先程の採決が報告書(案)としてまとまりましたので、確認のため事務局

の方で朗読をお願いしたいと思います。  

 

 ― 指導官、報告書(案)朗読 ― 

 

（部会長）  

はい、ありがとうございました。 

この報告書(案)についてご意見はございませんでしょうか。 

よろしいですね。 

ありがとうございました。 

ご了解いただいたものとしてさせていただきます。この報告書を本専門

部会における結論として、本審の方へ報告させていただきます。  

非常に長時間金額検討等を重ねていただきましたが、公益の調整不足も

ございまして合意点に達することができなかったことは、大変残念に思い

ます。 

これで本専門部会を閉会とさせていただきます。事務局から連絡事項等、

何かございますか。 

 

 (指導官)  

それでは、最後に、基準部長から御礼の挨拶をさせて頂きます。 

(基準部長)  

皆様お疲れ様です。委員の皆様方におかれましては、８月１日以降、５回に亘り、

金額改定について審議を進めていただいたところでございます。 

ここに至るまでの議論、一方ならぬご苦労があったのではないかと事務局として感

じております。 

ただ、結論をいただきまして本当にありがとうございます。事務局を代表して、改

めまして部会長を始め各委員のご尽力に感謝を申し上げます。本当にありがとうご

ざいました。     

簡単ではございますが、御礼のご挨拶といたします。 

(部会長)  

ありがとうございました。 

（室 長）  

第４回の本審は、11 時から開催するということにしたいと思いますので、皆様よ

ろしくお願いいたします。 

（部会長）  

それでは、本専門部会は、これにて終了とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

（ 皆 ）  



4 

 

ありがとうございました。 

以上 


